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こども誰でも通園制度（仮称）の本格実施を見据えた 

試行的事業実施の在り方に関する検討会 

における現時点での議論の整理 

 

はじめに 

○ この資料は、こども誰でも通園制度（仮称）の本格実施を見据えた試行的事

業実施の在り方に関する検討会（第１回・第２回）での議論を整理したもの。 

○ 制度の本格実施に向けて、さらに整理が必要と考えられる事項については、

各記載事項の下部において、注意書きを付している。 

○ 「こども誰でも通園制度（仮称）」といった用語について、「（仮称）」は省き、

「こども誰でも通園制度」とのみ記載する。 
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Ⅰ 制度の意義等 

【①制度の意義について】 

１．基本的な考え方 

〇 多様なライフスタイルの中で新たな子育て像を作り上げる過程において、

０歳から２歳児の６割を占める保育所や認定こども園、幼稚園等（以下「保育

所等」）に通っていないこどもを含め、全てのこどもの育ちを応援し、全ての

子育て家庭に対する支援を強化することが強く求められている。 

こども基本法（令和４年法律第 77 号）には、全てのこどもの権利を守るこ

とが基本理念として定められており、保育所等に通っていないこどもが、専門

職がいる場で、同じ年頃のこども達と触れ合いながら成長していく機会を設け

ることは、こども基本法の基本理念を反映する意味でも極めて重要である。 

〇 また、子育ての過程の中では「孤立した育児」となることも考えられ、不安

や悩みを抱えている家庭は自ら SOS を発することが難しいことも考えると、

そうした世帯やこどもへの支援をより適切に、きめ細かく行っていくことも、

併せて求められている。こどもは保護者だけが育てるのではなく、社会の様々

な人が関わり、社会全体で子育てを支えることが望ましい。 

〇 こども誰でも通園制度は、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を

問わず利用できる仕組みとして創設されるものであるが、その意義は、一時預

かり事業のように、①家庭において保育を受けることが一時的に困難となっ

た乳児又は幼児、②子育てに係る保護者の負担を軽減するため、保育所等にお

いて一時的に預かることが望ましいと思われる乳児又は幼児を対象に、一時

的に預かり、必要な保護を行う（児童福祉法（昭和 22 年法律 164 号）の規定

より）、いわば「保護者の立場からの必要性」に対応するものとは異なり、こ

どもを中心に考え、こどもの成長の観点から、「全てのこどもの育ちを応援し、

こどもの良質な成育環境を整備する」ことを目的としているものである。 

〇 現行の「子どものための教育・保育給付」と異なり、就労要件を問わず、保

育所等に通っていないこどもも、保育所等で過ごす機会を保障し、支援してい

くということは、従来の保育における大きな転換点である。 

 

 

２．こどもの成長の観点からの意義 

〇 こどもを中心に考え、こどもの成長の観点から、こども誰でも通園制度には

以下のような意義がある。 

・ 在宅で子育てをする世帯のこどもも、こどもの育ちに適した人的・物的・

空間的環境の中で、家庭とは異なる経験や、地域に初めて出て行って家族以

外の人と関わる機会が得られること 
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・ こどもに対する関わりや遊びなどについて専門的な理解を持つ人がいる

場で、同じ年頃のこども達が触れ合いながら、家庭にいるだけでは得られな

い様々な経験を通じて、ものや人への興味が広がり、成長していくことがで

きること 

・ こどもにとっては、年齢の近いこどもとの関わりは、社会情緒的な発達へ

の効果的な影響など成長発達に資する豊かな経験をもたらすこと 

・ こどもに対する関わりや遊びなどについて専門的な理解を持つ人からこ

どもの良いところや育っているところを伝えられる、こどものよさを共感し

てもらう、保護者自身やこどもへの温かいことばや応援の声をかけられるな

ど、保護者が「家族以外の人が自分たちを気にかけている」と実感できるこ

とは、こどもへの接し方が変わるきっかけとなったり、こどもについて新た

な気づきを得たり、こどもの出来ていることを伝えてくれることで自信を回

復することにもつながり、こどもの育ちや保護者とこどもの関係性にも良い

効果があること 

〇 こうしたことを踏まえると、こども誰でも通園制度は、保護者のために「預

かる」というサービスなのではなく、保護者とともにこどもの育ちを支えてい

くための制度であることを確認しておく必要がある。 

 

 

３．保護者にとっての意義 

〇 保護者にとっても、こどもに対する関わりや遊びなどについて専門的な理

解を持つ人との関わりにより、ほっとできたり、孤立感、不安感の解消につな

がるとともに、月に一定時間でも、こどもと離れ自分のための時間を過ごすこ

とで、育児に関する負担感の軽減につながっていく。 

 

 

４．現行の各制度と比較した場合の意義 

○ 現行の「子どものための教育・保育給付」では、就労等の保育の必要性があ

る者を対象としている中、こども誰でも通園制度では、就労要件を問わず在宅

で子育てする保護者のこどもを含めた保育所等に通っていないこどもが利用

できる。 

〇 現在の一時預かりは事業である一方で、こども誰でも通園制度は①給付制

度とすることで一定の権利性が生じること、②全国どの自治体でも共通で実

施することで、制度利用のアクセスを向上させる意義がある。 

〇 一時預かり事業では、利用者が事業者に直接利用を申し込むことが基本で

あるが、こども誰でも通園制度では、認定の申請をする人としない人や、認定
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を受けた上でどの程度利用しているかを自治体が把握することができ、支援

が必要な家庭の把握などにつなげていくことができる。こども誰でも通園制

度の趣旨は、いわば、ポピュレーションアプローチでありながら、ハイリスク

アプローチも含まれるものである。 

 

 

５．保育者にとっての制度の意義 

〇 保育者にとってみると、 

・ これまでの保育と比べた難しさがある一方で、これまで関わることの少な

かったこどもや家庭と関わることで、専門性をより地域に広く発揮できるこ

と 

・ 保育所等では普段関わることの少ない、在宅で子育てする保護者とも関わ

っていくことができ、その保護者に対して家庭だけでは気づかないことを伝

えたり、育児負担や孤立感・不安感の解消につなげていくなど、在宅で子育

てをする保護者に対しても専門性を発揮することができる 

といったことが考えられる。 

○ 一方で、 

・ こども毎に在園時間が異なることを踏まえ、現場の実情に応じた職員体制

等のマネジメント、リスク管理、従事者間の情報共有が適切になされること

が重要となること 

・ こどもを理解するには一定の時間がかかるため、こどもの特性等を把握す

るアセスメント力が求められること 

・ 保育の実施を目的とする保育所等では、こども誰でも通園制度のこどもを

預かることで、保育所等に通っているこども達の保育に支障があってはなら

ないという意識も重要であること 

に留意が必要である。 

 

（注） 検討会においては、一時預かり事業実施事業所では、一般の保育所に比べて緊

張・ストレスを感じている時間帯が多い傾向であるが、職員はネガティブな感情を持

っているわけではなく、非常にやりがいを持っているものの、心身の緊張が多い、と

の調査が報告された。試行的事業の中では、保育者のやりがいや緊張感にも留意した

検証を行っていくことが求められる。 

（注） 検討会においては、保育士等、本事業に従事する者に対する研修の必要性に

ついて意見があった。既存の子育て支援員研修における「基本研修」＋「地域保育

コース」や、家庭的保育者等研修における「基礎研修」などの研修受講なども効果

的ではあるが、本事業実施に際してどのような専門性が必要なのか、更に検討が必

要である。  
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６．人口減少社会における保育の多機能化の観点 

〇 人口減少社会が到来する中で、保育所等を取り巻く環境も大きく変化して

いる。保育ニーズへの対応は今後も重要であるが、一方で、人口減少社会にお

ける保育所等の在り方も考えておくことが必要である。 

○ 地域の中で、こどもが集まる場は賑わいの中心になり得る点で、地域の活力

の源である。保育の場は、保育の必要性のあるこどもに対して保育を行う場で

あるが、保育の必要性のあるこどもだけではなく地域に暮らす全てのこども

達の育ちの拠点として取組を広げている園も多い。人口減少が進む今後は、保

育所等は、より一層、地域の子育て家庭のよりどころとして、地域のこどもの

育ちの拠点になっていくことが期待される。 

○ このことは、令和３年の「地域における保育所・保育士等の在り方に関する

検討会」においても「保育所等の多機能化」という方向性が示されており、こ

ども家庭庁でも、保育所と児童発達支援事業所等とのインクルーシブ保育の

推進や、地域子育て相談機関（いわゆる「かかりつけ相談機関」）の創設、保

育所等における子ども食堂の取組など、「保育所等の多機能化」に資する様々

な施策が進められている。 

○ こども誰でも通園制度も、保育所等の多機能化の大きな柱の一つとして位

置付けられる。 
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【②制度の概要について】 

１．制度設計の概要 

〇 こども誰でも通園制度の制度設計については、子ども・子育て支援等分科会

において議論することとしており、第１回子ども・子育て支援等に関する企画

委員会（令和５年 10 月 31 日）においては、以下とされている。 

（注）今後、子ども・子育て支援等分科会において議論が行われる予定。 

 

＜改正のイメージ（案）＞ 

〇 現行の「子どものための教育・保育給付」とは別に、新たに「○○給付」を

創設する。 

（参考）市町村から事業の運営に要する費用に係る給付費を支給することとする。利用

者負担は事業者が徴収。 

〇 利用対象者について、満３歳未満で保育所等に通っていないこどもを対象

とし、居住する市町村による認定の仕組みを設けることとする。 

（※）０歳６か月までは制度として伴走型相談支援事業等があることや、多くの事業所

で０歳６か月以前から通園の対象とするということはこどもの安全を確保できるの

かということに十分留意が必要になるなどの課題があり、０歳６か月から満３歳未満

を基本的に想定。 

〇 利用者は、月一定時間までの利用可能枠の中で利用が可能。 

〇 本制度を行う事業所について、市町村による指定（認可・確認）の仕組みを

設けることとする。 

① 本制度を指す事業として「○○事業」を新たに設け、設備運営基準への適

合等を審査した上で、市町村が認可 

② 「○○給付」の支給に係る事業者として、市町村が確認 

〇 市町村による指導監査、勧告等を設けることとする。 

① 認可基準を満たしているかどうかの指導監査、勧告、命令等 

② 「○○給付」の支給に係る事業所への指定監査、勧告、命令等 

〇 市町村による調整を行うのではなく、利用者と事業者との直接契約で行う

こととする。 
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２．一時預かり事業との関係 

〇 一時預かり事業は、こども誰でも通園制度と異なり、利用者は保育所等に通

っていないこどもだけではなく、日常生活上の突発的な事情などにより、一時

的に家庭での保育が困難となった場合などにおいて、保育所等で乳児又は幼

児を一時的に預かり、必要な保護を行う事業であるため、こども誰でも通園制

度が創設されたとしても、引き続き現行の事業を継続させる必要がある。 

〇 一時預かり事業とこども誰でも通園制度を比較すると次表のとおりであり、

共通する点も多いが、位置づけ、実施自治体、事業の目的や内容、利用時間な

どでは異なる。 

〇 こども誰でも通園制度の本格実施に当たっては、各自治体で、その実情に合

わせ一時預かり事業等を組み合わせて実施することを可能とする必要がある。 

（注） 一時預かり事業との関係については、第２回検討会において、資料を示していると

ころであるが、上記の一時預かり事業とこども誰でも通園制度の相違点や、一時預かり事

業が自治体における補助事業であること等を考え合わせた上で、こども誰でも通園制度

を前提としつつ、一時預かり事業の運用をどのようにしていくのか、両者の関係をどの

ように整理していくか、について、試行的事業の実施も踏まえつつ、より検討が深められ

るべきである。  



8 
 

Ⅱ 試行的事業実施の留意事項 

１．基本的な考え方 

○ Ⅱでは、Ⅰで示したこども誰でも通園制度の意義等を踏まえた上で、試行的

事業実施の留意点について整理する。 

○ 試行的事業において、市町村や事業者における実施方法や運営上の課題、創

意工夫などの実例を収集し、運営の在り方についてさらに検討・整理を深めて

いくとともに、好事例については横展開を図っていくことが必要である。 

○ 試行的事業を通じて、こども誰でも通園制度に対する理解促進と不安の解

消を図るため、こども家庭庁においては、自治体や事業者団体と協力し、事業

を実施している自治体や事業者を集めた説明会や意見交換会を積極的に開催

していくべきである。 

 

 

２．試行的事業の全体像 

〇 こども誰でも通園制度については、令和５年度総合経済対策において、「全

ての子育て家庭を対象とした支援の強化として、就労要件を問わず時間単位

等で柔軟に利用できる「こども誰でも通園制度」（仮称）の本格実施を見据え

た試行的事業について、2023 年度中の開始も可能となるよう支援を行う。」と

されている。 

〇 こども家庭庁においては、試行的事業について、以下のような事業実施の枠

組みが想定されている。 

・ 自治体における提供体制の整備を促すため、実施自治体数は拡充した上で、

人口規模に応じた自治体ごとの補助総額の上限を設け、その範囲内で多くの

事業者が実施できるようにすることで、本格実施を見据えた実施が可能とな

る形とすること（※） 

  （※）令和５年度のモデル事業では、こどもや保護者への効果の検証に重点が置かれて

おり、施設毎に補助基準額を設定していた。 

・ 補助基準上一人当たり「月 10 時間」を上限として行うこと 

 

〇 こども家庭庁において、試行的事業の補助基準上一人当たり「月 10 時間」

を上限とする考え方は以下のとおりである。 

・ こども誰でも通園制度は、こどもが、初めて地域の身近な場所に出て行き、

家族以外の人と関わる機会を得ることができることや、こどもの育ちや生活、

遊びなどについて専門的な理解を持つ人がいる場で、同じ年頃のこども達が

触れ合い、家庭とは異なる経験や家庭だけでは得られにくい様々な経験を得

られるといったことが考えられる。 
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また、乳幼児期においては、安全が守られ、安心して過ごすことができる

環境のもと、周囲の人やものとの相互的な関わりを通して、心身の健やかな

成長・発達が図られることが重要である。とりわけ、身近な人との応答的な

関わりの中で、その後の発達の土台ともなる自己肯定感や他者への信頼感な

どが育まれていくことが大切である。 

こども達が、地域の中で家族以外の人々に見守られながら触れ合ったり一

緒に遊んだりする機会を得られにくくなっている今日、こども誰でも通園制

度を創設し、こどもに関する専門的な理解を持つ人がいる場において、年齢

の近いこども同士が触れ合いや関わりの機会を得ることを、こども一人につ

き「月 10 時間」、「年 120 時間」保障することは、こどもの慣れた場である

こと、こどもの育ちに適した人的・物的・空間的環境の中であり、質が確保

されていることを前提とすれば、こどもの心身の健やかな成長・発達に資す

る豊かな経験をもたらすことにつながることが期待される点で、大きな意義

があること。 

・ 「月 10 時間」は、試行的事業の補助基準上の上限であるものの、試行的

事業が本格実施を見据えた形で実施されるものであることから、こども誰で

も通園制度の本格実施を見据えながら設定する必要があり、都市部を含め全

国の自治体において提供体制を確保する必要があること。 

・ 「月 10 時間」は、１日中利用するとすれば月１回、１日２時間利用する

とすれば毎週利用できる、というイメージとなる。こうした利用は、慣れる

のに時間がかかるこどもの場合にどのように対応すべきか、という点に十分

に配慮すれば（後述）、前述のとおり、こどもにとっては、毎月一定時間、

地域に出て行って家族以外の人と関わる機会が得られ、専門的な理解を持つ

人がいる場で同じ年頃のこども達が触れ合いながら家庭では得られない

様々な経験ができるといった点により、十分に効果が期待されること。 

・ 現在の一時預かり事業は、年間の利用日数は平均で３日程度（月１～２時

間程度に相当。年間延べ利用人数（令和元年度約 521 万人）を０～２歳で保

育所等に通っていないこどもの数（令和元年度 182 万人）で単純に割って得

た日数は、2.86 日）の利用であり、就労などで長時間利用している人もいる

ことを考慮すると、「月 10 時間」は、一時預かり事業よりも相当程度多く利

用できることになること。 

という点がある。 

 

（注） 検討会においては、複数の構成員から、こどもの慣れや育ちの観点から月当たりの

利用時間はより長く設定すべきではないか、保育所の定員には空きが生じている地域も

あるので自治体によって月当たりの利用時間を増やすことができるようにすべきではな
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いか、との意見があった。一方、「月 10 時間」とする現案をもとに本格実施に向けて検証

を重ねた上で、今後のより適した制度づくりを目指すことが望ましい、との意見もあった。 

  こうした意見を踏まえると、全ての保育所等に通っていないこどもが利用できること

を目的とする本制度の基本的考え方に照らして、どのようなことが可能なのか、全国的

な給付制度とする中で自治体によって地域差が生じることについてどのように考えるの

か、といった論点も含め、試行的事業を実施する中で検証を重ねた上で、本格実施に向け

て検討が深められるべきである。 

 

〇 人員配置については、令和５年度のモデル事業と同じく、一時預かり事業の 

配置基準と同様とする。 

 

（注） 検討会においては、専任の保育士を配置し、かつ勤務経験のある保育士の配置が望

ましいとの意見をいただいていたが、令和５年度のモデル事業や試行的事業の実施状況

などを踏まえながら、人員配置について更に検討が必要である。 

 

（注） 高リスク家庭の利用における支援や、きょうだい・多胎児の利用における対応、利

用キャンセルの取り扱いなどについては、更に検討が必要である。 

 

 

３．試行的事業実施の留意点 

①共通事項 

○ まず、「こどもの安全」が確保されることが大前提であるため、 

・ アレルギーなど、こどもの安全を確保するために必要不可欠な情報は、ど

の事業者を利用する場合でも事前に把握できるようにすること 

・ ０～２歳児を受け入れたことがない事業所で低年齢児を受け入れるに当

たっては、受け入れ可能かどうか、より厳格な確認を行うこと 

・ 食事については、特に離乳食の必要も考えると、提供を必須とはせず持参

方式も認めるべきであること 
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といったことが求められる。 

○ こども誰でも通園制度を実施していく上では、慣れるまでに時間がかかる

こどもに対してどのようにフォローしていくかという観点は非常に重要であ

り、「親子通園」は慣れるまで時間がかかるこどもへの対応として有効である。

また、利用が初めての場合は初回に「親子通園」を積極的に取り入れることで

親子の様子を見ることができ、事前面談の代わりにもなるという観点からも、

親子にとっても保育者にとっても安心につながることから、重要であると考

えられる。試行的事業の実施に当たっても、こども、保護者にとって親子通園

が長期間続く状態になったりしないように留意して、事業者により積極的に

取り入れられるべきである。 

○ こども誰でも通園制度の実践の際には、こどもの情緒の安定を図り、その心

の成長に寄り添いながら、こどもの発達の過程に応じ、こどもの主体性を大切

にしていくことが重要であり、特定のスキル等を身につけることを目的とし

た早期教育の場の形とすることは望ましくない。 

 

②年齢ごとの関わり方の特徴と留意点 

【０歳児の関わり方の特徴と留意点】 

・ 短期間での成長・発達が特に著しく、会うたびに変化や育ちの様子が見られ

る楽しさや喜びがある。 

・ 人見知りや後追いの激しいこどももおり、特に保護者と離れることへの不安

が強いこどもへの対応が必要。 

・ 体調や生活リズムに合わせた預かりが重要で、調乳や抱っこなど、乳児の身

の回りの世話に関する実践的な知識・技術が必要。 

・ 注意すべき点として、午睡時や食事中の誤飲などによる窒息事故の防止、身

体機能の未熟さによる転倒事故などへの注意、生後 6 ヶ月以降に感染症にか

かりやすくなることを踏まえた感染対策、SIDS（乳幼児突然死症候群）対策、

など。 

・ 配慮すべき点として、特定の保育者との安心できる関係づくりを重視した体

制、生理的欲求に応じた受容的・応答的な対応、月齢に即し、個人差に応じた

離乳食の提供・アレルギーへの対応、手指の発達に適した玩具の用意、午睡や

授乳、排泄を含めた生活リズムの把握と対応、こどもからの発声や喃語などの

発語に対する対応、抱っこを含めたスキンシップの重要性、など。 

 

【１歳児の関わり方の特徴と留意点】 

・ 歩けるようになったり、簡単な言葉を話しはじめる時期であり、こどもとの

コミュニケーションの楽しさがある。 
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・ ものの取り合いなどをめぐるかみつきなど、こども同士のトラブルに注意が

必要。 

・ 行動範囲が広がり探索活動が活発になるため、安全に十分留意した上で、存

分に遊べる環境を整えることが重要。 

・ 注意すべき点として、午睡時や食事中の誤飲等による窒息事故の防止、危険

認知能力などの未熟さによる転倒事故などへの注意、食事の好みや偏りなど

への対応、など。 

・ 配慮すべき点として、模倣などを通し他児の関心の芽生えと仲立ち、周囲の

環境への気づき、探索を通した主体的な遊びの経験、午睡・食事・清潔・トイ

レトレーニングなどの生活習慣における家庭との連携と対応、玩具や絵本な

どとの出会い、見通しを持つことの難しさや自我の芽生えや自己主張に対す

る柔軟な対応、など。 

 

【２歳児の関わり方の特徴と留意点の例】 

・ 行動や自己表現の幅が広がる時期であり、心身の成長・発達の実感が得られ

る。 

・ 「イヤ」「じぶんで」と自己主張が強くなるが、思うようにいかないことや

甘えたいときもあるため、こどもの様子に応じた柔軟な対応が必要。 

・ 大人にとってはこれまでよりも扱いにくさを感じる場面が増えてくる時期

のため、保護者も戸惑いやストレスを抱えやすいことから、職員はそうした保

護者への配慮が必要。 

・ 注意すべき点として、行動範囲の拡大や危険認知能力などの未熟さによる事

故への注意、かみつき・ひっかきなどのこども同士のいざこざへの対応、など。 

・ 配慮すべき点として、こども同士の関わりの育ち、午睡・食事・清潔・トイ

レトレーニングなどの生活習慣における家庭との連携と対応、食事の好みや

偏りなどへの対応、遊びの好みや傾向への環境的配慮、心身の発達の把握と対

応、ごっこやみたて遊びの広がりと物的環境への配慮、など。 

 

（注）年齢ごとの関わり方の特徴と留意点について、試行的事業も踏まえて内容を深めてい

く必要がある。 

 

 

４．事業実施のイメージ 

【利用方法（定期利用・自由利用）】 

〇 利用の方法として、定期利用・自由利用といった方法が考えられる。両者の

それぞれの特徴や留意点は以下の通り。 
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〇 定期利用においては、継続した利用を行うことによって、こどもが場や人に

慣れ、次第に保育者とこどもの関係が構築されると考えられる。また保護者と

の関係構築においても、継続した関わりを行うことにより見通しをもって接

することができ、支援が必要な場合においては効果的であると考えられる。さ

らに、事業者としては体制構築において見通しを立てやすく、保育者確保がし

やすい状況になると言える。 

一方、自由利用においては、こどもの状況や保護者のニーズに合わせること

による柔軟な対応が可能となる。 

○ こども誰でも通園制度の利用に当たっては、例えば、 

・ こどもが慣れたり、こどもに合う事業所を見つけるまでの間は、自由利用

の形で複数の事業所を利用しながら、少しずつ定期利用する事業所を決めて

いく方法や、 

・ 定期利用する事業者を２，３か所決めて利用する方法 

等、こどもの状況等によって、定期利用と自由利用を組み合わせるなど、柔軟

な利用方法も考えられる。 

○ また、地域によっても様々な状況があると考えられるため、自治体や事業者

において利用方法を選択したり、組み合わせて実施するかなどが可能となる

仕組みづくりが必要である。 

 

【実施方法（一般型（在園児と合同）、一般型（専用室独立実施型）、余裕活用型）】 

〇 事業者の実施体制や特長などを踏まえ、一般型、余裕活用型といった方法が

考えられる。 
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実施方法についても、実施する事業者による創意工夫など、多様な実践のか

たちがあることが望ましく、試行的事業において好事例の収集と横展開が図ら

れると良い。 

 

【施設・事業類型ごとの事業実施イメージ】 

〇 利用方法（定期利用、自由利用）や実施方法（一般型（在園児と合同、また

は、専用室独立実施型）、余裕活用型）の組み合わせ方について、以下の６通

りが考えられる。 
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〇 実施する施設・事業類型それぞれの特性を踏まえた事業実施のイメージは

下記のとおり。 

 

（注） 検討会においては、今後様々な対応が考えられる中で、施設・事業類型毎によって

判断し得るデータが出てくるのでないかとの意見をいただいているが、試行的事業の実

施状況などを踏まえながら、施設・事業類型ごとの事業実施イメージについて深めていく

必要がある。 

 

 

５．障害のあるこどもへの対応 

〇 こども誰でも通園制度は、障害の有無にかかわらず、全ての保育所等に通っ

ていないこどもとその家庭への支援の強化を目的としている。 

〇 こうしたことから、障害のあるこどもも障害のないこどもも、こども誰でも

通園制度を利用できるように提供体制を整備していく必要がある。 

 

（注） 現行の一時預かり事業では、補助基準上、障害のあるこどもを受け入れるに加算が

設けられており、こうした仕組みも参考に、障害のあるこどもを受け入れる体制の整備に

ついて、更に検討が必要である。 

 

〇 児童発達支援センターや児童発達支援事業所では、障害のあるこども一人

一人の特性に合わせたオーダーメイドの支援を行っており、また、こどもだけ

でなく保護者への支援も担っているところ、こうした専門性をこども誰でも

通園制度においても幅広く発揮してもらうべく、事業を実施してもらうこと

も有効である。 

〇 逆に、児童発達支援センター等において、こども誰でも通園制度を実施する

に当たっては、インクルージョンの観点から、障害のあるこどもや発達が気に
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なるこどもだけでなく、障害のないこどもも含めて受け入れることも考えら

れる。その他、障害のあるこどものきょうだい児などが安心して利用できるこ

とにもつながる。 

 

（注） 事業実施に当たっては、以下の点も整理していく。 

① 児童発達支援事業所の人員配置基準と、こども誰でも通園制度の想定している人員

配置基準の両者をそれぞれ満たした職員配置とすることを前提とすれば、余裕活用型・

一般型いずれであっても実施可能か。 

② インクルーシブの観点から、既に保育所等と児童発達支援事業所の間で認めている

ように、人員の交流や設備の共用は認めていくべきではないか。 

③ なお、児童発達支援センター等において、こども誰でも通園制度を実施するに当たっ

ては、地域における児童発達支援のニーズや資源の状況等も踏まえながら、障害児の支

援に支障がないように留意して実施することが必要である。 

 

（注） こども誰でも通園制度は通園を前提とした仕組みとして給付化するものであるが、

外出することが難しい障害のあるこどももいることも考慮しながら検討する必要がある。

一方で、こども誰でも通園制度において、居宅訪問型の事業形態を含めることについて

は、①「家庭とは異なる経験や、地域に初めて出て行って家族以外の人と関わる機会が得

られる」「こどもに対する関わりや遊びなどについて専門的な理解を持つ人がいる場で、

同じ年頃のこども達が触れ合いながら、家庭にいるだけでは得られない様々な経験を通

じて成長できる」といった制度の意義との関係で、居宅での支援をどう位置づけることが

できるか、②障害児に対する支援として既に給付の対象となっている居宅訪問型児童発

達支援や障害児居宅介護といった既存事業との関係がどのように整理できるのか、③現

行の一時預かり事業の中では「居宅訪問型」の類型を設けており引き続き一時預かり事業

の中で実施することは可能であること、等を踏まえた上で、十分な検討が必要である。 
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Ⅲ その他の留意点等 

 

Ⅲについては、制度の本格実施に向けて整理していく内容だが、試行的事業を

実施する中でも、各自治体、事業者に留意をしていただきたい点を整理している。

試行的事業の状況も踏まえながら、引き続き整理が必要である。 

 

１．個人情報の取扱いについて（案）【新規事項】 

○ こども誰でも通園制度の実施に当たっては、Ⅱの３①のとおり、アレルギー

など、こどもの安全を確保するために必要不可欠な情報は事前に把握できる

ようにしていくことが重要である。 

○ こうしたことから、 

・ 利用者が入力する個人情報について、利用者の同意に基づき、当該情報を

予約先事業所に共有すること 

・ こどもに係る日々の記録について、利用者の同意に基づき、事業所が作成

した情報を市町村及び利用事業所に共有すること 

が考えられるが、その際の個人情報の取扱いについて、下記のとおり整理され

ると考えられる。 

 

①利用者が入力する個人情報について、利用者の同意に基づき、当該情報を予約

先事業所に共有することについて 

〇 現行の一時預かり事業においては、事業所がこどもを初めて預かる際、こど

もの状況を把握し安全に預かるために、事前に以下のような情報を登録様式

や面談によって保護者から取得している。 

家族の状況 緊急連絡先 続柄 生年月日 同居・別居の別 就労・就学先 送迎者 

こどもの状況 

（障害に係る

情報を含む） 

出生歴 アレルギー 病歴 健康状態 託児経験 生活リズム 

発達の状況 食事の状況 排泄の状況 好きなあそび かかりつけ医 予防接種状況 

 

〇 こども誰でも通園制度においては、利用者が複数の事業所を同時期に利用

することが想定されることから、利用者が上記個人情報を複数回入力する必

要がないよう、利用者がシステムの登録時に上記個人情報を統一のフォーマ

ットに入力し、事業所の初回の予約の際に、都度利用者の同意に基づき予約先

の事業所に提供することで、各事業所が必要とする基礎情報を共有できる仕
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組みとすることが必要。システム上で登録する項目をある程度絞ることで、利

用者の入力負担が過大にならないよう配慮する必要があることに留意。 

〇 また、利用者が事業所に情報を提供する都度、システム上で、利用者に最新

の情報かどうかの確認を求める仕組みとすることが必要。 

〇 各事業所において独自に必要とする詳細な情報については、利用前の面談

や親子通園時に取得するものとすることが考えられる。 

〇 利用者から、システム上で情報が共有されない場合は、事業所毎に、利用前

の面談や親子通園時にこどもの状況等の情報をよく確認する必要があること

に留意が必要。 

 

②こどもに係る日々の記録について、利用者の同意に基づき、事業所が作成した

情報を市町村及び利用事業所に共有することについて 

〇 こども誰でも通園制度では、通常の保育と比べると少ない時間の関わりと

なること、また、同時期に複数の事業所を利用することが想定されることから、

こども一人一人の特性・特徴について、時間をかけて把握・理解して関わって

いくことや、こどもの育ちを連続的に捉えることに難しさがある。 

〇 そのため、住所地の市町村及び当該こどもが利用する事業所が、こどもの

日々の体調や好きな遊び、関わり方の留意点などの記録を共有できることが

望ましいと考えられる。 

〇 例えば、利用対象者の認定の際に、事業者がこどもの日々の記録を作成し住

所地の市町村及び利用する事業者間で共有することについて、利用者の同意

を得た上で、作成した記録を共有することが考えられる。 

〇 記録の作成及び共有は、こども家庭庁において構築するシステム上で行う

ことも検討すべきである。 

 

 

２．要支援家庭への対応上の留意点 

〇 こども誰でも通園制度の創設により、多くの保育所等に通っていないこど

もが通ってくることから、これまで把握が困難であった保育所等に通ってい

ないこどもについて、児童虐待の未然防止や要支援児の早期発見に結び付け

ていくきっかけとなることが考えられる。 

こども誰でも通園制度を実施する事業者には、「利用者支援事業」や「地域

子育て相談機関」を積極的に組み合わせて実施いただき、地域における相談支

援機能を担っていただくことが期待される。 
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〇 支援が必要なこどもに早期に気づき、適切な支援に結び付けていくことが

できるよう、市町村、こども誰でも通園制度の事業実施者それぞれにおいて、

下記のようなアプローチが必要である。 

 

【市町村における保護者へのアプローチ】 

○ こども誰でも通園制度を知らない保護者に対して、関係機関と連携しなが

ら、利用を促進していくことが重要。 

○ また、こども誰でも通園制度では、市町村において利用対象者を認定する仕

組みとすることで、利用対象者であるが認定の申請をする人としない人や、認

定を受けた上でどの程度利用しているかを市町村は把握することができる。 

○ こうしたことから、市町村は、下記のような対応が考えられる。 

① まず、制度を知らない段階からのアプローチとして、例えば、伴走型相談

支援事業や乳児家庭全戸訪問事業といった事業の中で、全ての保護者に対し

てこども誰でも通園制度について周知すること（できれば、その場で認定申

請を行うように案内する） 

② 伴走型相談支援事業や乳児家庭全戸訪問事業の中で、支援が必要と考えら

れるこども、保護者を把握した場合には、様子を見ながら、積極的にこども

誰でも通園制度につなげていくこと 

③ こども誰でも通園制度の担当部署では、対象となるこどもの申請状況を随

時確認した上で、その情報を要支援家庭の支援を行っている部署と共有し、

要支援家庭の支援を行っている部署で把握している気になる世帯が申請を

していない場合には、いずれかの部署からこども誰でも通園制度の申請を改

めて働きかけること 

その際、認定申請されない家庭に対して、地域子育て支援拠点事業など、

保護者が利用しやすい事業の案内を行うなど、少しずつ家庭との関わりを深

めていきながら、こども誰でも通園制度の利用にもつなげていくことも有効

であり、認定されているものの、あまり利用していない家庭に対しても同様

の対応が考えられること 

④ 支援が必要な家庭はこども誰でも通園制度のような一般的な制度である

方が利用しやすい面もあるため、要支援家庭の支援を行っている部署から、

こども誰でも通園制度の担当部署に対して、気になるこどもや家庭の申請状

況や利用状況を確認することも考えられること 

⑤ 利用をしていても様々な事業所を転々としているような家庭が、支援が必

要な家庭であることもありうることから、こども誰でも通園制度の担当部署

から、こども誰でも通園制度の事業者にも保護者やこどもの様子を聞いてみ
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るなどした上で、要支援家庭の支援を行っている部署とも連携して、状況を

フォローしていくこと 

 

 

【事業実施者における気になるこども・保護者を把握した場合のアプローチ】 

○ こども誰でも通園制度を実施する事業者において、気になるこども・気にな

る保護者を把握した場合には、すぐに保護者にアプローチすると利用をやめ

てしまうこともありうることから、保護者との関係性に留意しながら、こども

や保護者の様子について観察して記録に残し、報告する時に経緯が説明でき

るようにしておくことが重要である。 

○ また、保育所と併設している事業所では保育所の園長や主任保育士に相談

してみることや、子育て支援センターや地域子育て相談機関も併設している

事業所ではそれらの機関と連携して保護者が心配事を話せる機会を勧めてみ

るなど、保護者との信頼関係づくりなどが重要である。 

○ その上で、事業所や併設する保育所等のみでこどもや家庭を支援すること

が難しいと判断した場合には、市町村やこども家庭センター、地域子育て相談

機関、保健所などへ情報共有を行い、必要な対応について相談を行うことが重

要である。 

○ 更に、市町村やこども家庭センター、地域子育て相談機関を通じて、必要に

応じて、要保護児童対策地域協議会などの関係機関との連携を行うことや、そ

の要支援家庭に必要な支援へ結び付けていくことが重要である。 

○ こうした際の情報の取り扱いが適切に行われるよう、共有の範囲や方法等

について、市町村、事業者や関係機関などの関係者間で認識の共有を図ること

が必要である。 

〇 なお、事業所での要支援家庭に係る記録の作成及び記録を作成した事業所

から市町村への共有は、システム上で行うことも検討すべきである。 

○ また、こども誰でも通園制度に係るシステムの導入により、こども誰でも通

園制度の担当部署と要支援家庭の支援を行っている部署との間で認定申請の

有無や利用の程度などの情報共有が容易となり、双方の連携が取りやすくな

ると考えられる。 

〇 こどもや保護者の様子から市町村において当該こどもが要保護児童である

と判断された場合には、要保護児童対策地域協議会の構成員の範囲において、

記録等の個人情報の共有が可能となる。 
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３．市町村における事業実施に向けた準備・検討 

〇 市町村は、将来的な給付化も見据え、地域における預かりの提供可能量を把

握した上で、計画的な提供体制の整備を行っていただく必要がある。 

〇 具体的には、各市町村において、０歳６か月～２歳の保育所等に通っていな

いこどもの数から、受け入れに必要な定員数を算出し、必要整備量の見込みの

把握を行っていただく必要がある。 

  また、各市町村において、保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業

所、地域子育て支援拠点事業所等でこども誰でも通園制度を実施することを

想定し、地域でどのように提供体制を整備していくのか検討を開始いただく

必要がある。 

〇 その上で、きめ細かなニーズに対応できるよう、現行の子育て支援事業や一

時預かり事業、市町村独自のこどもの預かりに関する事業との関係など、地域

の実情を踏まえた各事業の展開を行う必要がある。 

 

 

４．こども誰でも通園制度に係るシステムの構築 

〇 こども家庭庁においては、こども誰でも通園制度について、制度の円滑な利

用や、コスト・運用の効率化を図るため、全国全ての自治体で実施するもので

あることから国が基盤を整備し、各地方公共団体・施設・利用者が利用する形

態をとることが基本と考えている。 

〇 具体的には、①利用者が簡単に予約できること（予約管理）、②事業者がこ

どもの情報を把握したり、市町村が利用状況を確認できること（データ管理）、

③事業者から市町村への請求を容易にできること（請求書発行）の３つの機能

を実現できるシステムの構築を検討する。 

（注）具体的な運用などについて、こども家庭庁において引き続き検討。 


